
山ユリの丘小規模保育園重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針 

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 株式会社フジマツ 

事業者の所在地 坂東市大崎 1330 番地 10 

事業者の連絡先 0297-38-1560 

代表者氏名 代表取締役 長妻 昭広 

 

（２）事業所の概要 

種別 小規模保育（Ａ型） 

名称 山ユリの丘小規模保育園 

所在地 守谷市立沢 1132 番地 3 

連絡先 

電話番号  0297-44-5155 

携帯電話  090-4004-9599 

ＦＡＸ番号 0297-44-5008 

施設長氏名 岡野 正光 

開設年月日 令和 ２年 ７月 １日 

利用定員 （３号） 
０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

６ 人 ６ 人 ７ 人 １９ 人 

当園の基本理念・方針 

当園では第２の家庭を目標とし、こどもたちが家にいるのと同じだ

と感じられる環境の中で、こどもひとりひとりの自主性を尊重しな

がら、多様な遊びや体験の場を通じ、健やかな成長を育みます。 

そしてこども、保護者・保育者すべてが幸せとなるアットホームな

保育園を目指します。 

 

 

 

 

 



（３）施設の概要  

敷地 
敷地全体 ４９９．１１ ㎡ 

園庭  １４７．６５㎡ 

園舎 
構造 木造 １階建て 

延べ １８２．６６ ㎡ 

 

（４）主な設備の概要  

設備 部屋数 備考 

乳児室・ほふく室 １ 室 りす組：０歳児クラス、うさぎ組：１歳児クラス 

保育室 １ 室 くま組：２歳児クラス 

調理室 １ 室  

  室  

  室  

   

   

   

 

（５）職員体制（令和６年４月１日 現在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １人 １人 ０人  

保育士 ９人 ５人 ４人  

栄養士 １人 ０人 １人  

調理員 １人 ０人 １人  

保育補助 １人 ０人 １人  

     

     

     

     

     

     



（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等 

【３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間  ７時００分 ～ １８時００分（１１時間） 

保育短時間  ８時３０分 ～ １６時３０分（ ８時間） 

延長保育 

保育標準時間 
夕：１８時～１９時 

 

保育短時間 
朝： ７時００分～ ８時３０分 

夕：１６時３０分～１９時００分 

開所時間 
月～金曜日  ７時００分 ～ １９時００分 

土曜日  ７時００分 ～ １８時００分 

休業日 
日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

（７）利用料等 

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料） 

実費徴収 別表に定めます    

その他 

延長保育に係る費用  

(保育標準時間) 

１８：０１以

降 

３０分につき

１００円 

延長保育に係る費用  

(保育短時間) 

７：００～ 

８：３０ 

３０分につき

１００円 

延長保育に係る費用  

(保育短時間) 

１６：３０

～１９：０

０ 

３０分につき

１００円 

（８）支払方法 

口座振替 ゆうちょ銀行 

月末締め、翌月 10 日に口座振替 

 

（９）提供する特定地域型保育の内容 

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、事業の特



性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育を提供します。 

（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

【３号認定子ども（保育認定）】 

利用者の内定 市の利用調整による 

利用決定 利用契約書の締結による 

利用終了 

� ３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

� 保護者から退園の申出があったとき 

� 利用継続が不可能であると市が認めたとき 

� その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

 

（１１）嘱託医 

医療機関の名称 しばたキッズクリニック 

医院長名 柴田 佐和子 

所在地 守谷市立沢 235 番地 7 

電話番号 0297-21-0811 

 

（１２）嘱託歯科医 

医療機関の名称 ひかり歯科 

医院長名 小俣 佑香  

所在地 守谷市百合ヶ丘 2 丁目 4808 番地 121 

電話番号 0297-21-7327 

 

（１３）緊急時における対応方法 

特定地域型保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じます。 

【管轄する消防署】 

消防署名 守谷消防署 

所在地 茨城県守谷市御所ケ丘 4-1-2 

電話番号 0297-46-0119 



 

【管轄する警察署】 

警察署名 取手警察署 

所在地 取手市桑原 955-1 

電話番号 0297-77-0110 

 

（１４）非常災害対策 

避難訓練 火災、地震、自然災害等を想定した避難訓練を月１回実施 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器、拡声器 

避難場所 御所ケ丘小学校または御所ケ丘中学校 

緊急時の連絡手段 電話、専用メール、専用ホームページでの情報提供 

 

（１５）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 長妻 理紗 保育士 

相談・苦情解決責任者 岡野 正光 園長 

第三者委員 

倉持 トモ 
090-4387-6811 

社会福祉士 

 
 

 

【要望・苦情等への対応方法】 

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

また、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求めがあった場合には、必要な改善を

行い、市に報告をします。 

 

（１６）虐待の防止のための措置 

当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

 

（１７）個人情報の取り扱い 

個人情報の取り扱い方法 



特定地域型保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあり

ません。 

 

（１８）賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 賠償責任保険（三井住友海上） 

保険の内容 施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険 

保険金額 

・身体障害 

１事故につき最大５０，０００千円、１名につき最大１０，０００

千円 

・財物損壊 

１事故につき最大１，０００千円 

・身体障害（生産物） 

１事故につき最大５０，０００千円、１名につき最大１０，０００

千円 

 

 

（１９）連携施設 

１ . 

連携施設の名称 もりや白帆保育園 

連携施設の種類 私立保育園 

連携協力の概要 

☑ 保育内容の支援 

□ 給食に関する支援 

□ 嘱託医（健康診断） 

□ 園庭の開放 

□ 合同保育 

☑ 代替保育の提供 

☑ 卒園後の受け皿の設定 

 

 



２ . 

連携施設の名称 もりや幼保園 

連携施設の種類 幼保 連 携 型 認 定 こ ど も 園  

連携協力の概要 

☑ 保育内容の支援 

□ 給食に関する支援 

□ 嘱託医（健康診断） 

□ 園庭の開放 

□ 合同保育 

☑ 代替保育の提供 

☑ 卒園後の受け皿の設定 

３ . 

連携施設の名称 わかばのもり保育園 

連携施設の種類 私立保育園 

連携協力の概要 

☑ 保育内容の支援 

□ 給食に関する支援 

□ 嘱託医（健康診断） 

□ 園庭の開放 

□ 合同保育 

☑ 代替保育の提供 

☑ 卒園後の受け皿の設定 

４ . 

連携施設の名称 わかばのもりキラリ保育園 

連携施設の種類 私立保育園 

連携協力の概要 

☑ 保育内容の支援 

□ 給食に関する支援 

□ 嘱託医（健康診断） 

□ 園庭の開放 

□ 合同保育 

☑ 代替保育の提供 

☑ 卒園後の受け皿の設定 



別表（特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担）  

項目  内容、負担を求める理由、目的  金額  

サブスク利用料  
おむつ、おしり拭き、エプロン、手

口拭きの利用料  
月 額３，３８５円  

ウェットシート  
手口拭き、おしり拭き用ウェットシ

ート代（サブスクを利用しない場合） 
月 額  ４００円  

布団乾燥代  寝具の清潔を保つため  月 額  ３００円  

行事費  園内イベント等に係る材料費用  月 額  ３００円  

災害共済掛金  災害共済給付金の掛金  年 額  ３００円  

卒園積立費  
卒 園 時 に 渡 す 各 種 材 料 の 費 用   

（2 歳児クラスのみ）  
月 額  ５００円  

カラー帽子代  園外保育用帽子（入園時）  入園時  ９２０円  

汚れもの用袋代  
汚れものの返却に使用するビニール

袋の費用  
月 額  １００円  

※サブスク利用料は業者様との直接契約となります。  

 


